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ひ と こ と

最近,医の倫理,生命倫理,バ1'オエシ､ソ~クスなど!-_

いう言葉が,よく使われるようになってきた.｢ヒポウ

ラチスの苦い｣以来の ｢医の倫PrJ は,医師に対する道

徳的倫理的規範であり,従来 ｢師の背を見て学ぶものj

とされ 医学部などでiF.規の教科として教育されてこな

かった医師の職業倫坪である.

第二次世界大掛 †~りこド仁′･十+スが残虐な人体実験

を行ったのiこ対して,終戦後開かれたこ:I/-ルン′ベル'f

の国際軍事赦判において 1946年に ドイツの医師が有罪

の判決を受(ノ十た. 軍事裁判での経験を基に, その翌年

(19117)ヒトを対象とした医学研究における被験者LT)人

権を守るためCT)10か集の倫理的規範を定め,｢ニ:LlJL

ンベ′しグの綱範j上して採択 した.これL-っ10ヵ条には既

に,そcl)級,i:.に米国の医療訴訟欺判の法廷iこおいて確

T;(.されてきたrlン7寸-ムド･二･tンセントJ(ヒ呼ばわ

る菰費在法的概念が.すべて盛i)込まttていた.1960年

代には,患･E-LT)権利を保護し患者中心の医糠を要求する.

従来cT)F医の倫理｣とは異なる,新しい学際的生命愉禅

管 (,ミイー･1∵T二.シックス二)が誕生LたLl)で糸′,た.

｢イン7オーム ド･コンセント｣と

｢バイオエシックス｣の生い立ち

1960年代にはいって米国を中心として種 ♂々)人権運

動が次 と々起こり,それに伴∴,て患者の人権を1-:_張する

運動も盛んになり,法廷における医療過誤訴訟批判も増

ざるをえなくな--･,てい.,､た.診墳iこおける従来か1､-の医

され 法廷iこおいて払 医師(I)説明義務をはL+めとした

医師(')医療行為に関する畏f壬かつよく問われるようにな

り,次第にrlンフ1----ムド･IIン-tエソ(,Jが法的概念

として発達し,その法兜が確立されていった.

患者の人権運動においては,病院内の+十べ′しの+ヤ

ペT)ソをはLvめ宗教風 坪学風 哲学者,倫矧竿杏,汰

律家などの医学･医墳畑以外の専門家などが‥軽､貴の立

場か1､)の医境の在り方や医師一患者関係についで発言す

るようになり,専門領域を異にする学者たちによる生命

現象をめぐる倫理問嶺や,医療関係者の行為や態度に対

する倫理面に関する学際的な研究が盛んになり,1960

年代の末にかく.･ナて ｢バ1'オエシ､ソJ/ス｣とtl､う新しい学

問体系として確立されていったのであった.

1969年に世界で最初の ｢バ1'すエシ､ソ')ス｣(')研究

所としてここ,.-ヨー.JJに ｢-イスキン'Fス･センタ-一一_｣

が設立され 1971年には世界で最初の大学附属 r''',ミ1'

オJrlシt,'7ス__l研究所としてrフシソトンIrJにあるj1----

ジ々｢-7ソ大学に rケネデ(一倫理研究所Jが設立された.

｢ケネディ-倫理研究所｣では早速 ｢バイオ£シックス｣

の百科事典の編幕に取組:ZA,1978年に初版が出版され

た.

この百科辞典には いく･･(+-T-シソ')スJの定義として

どbi(肥thicsという用語は,ギりシャ語の語源を持-',bio-

(生命)と ethics-･-(倫理)し〔の投合語､L二して生まれた新

しい英語であi~),生命科学LI)研究A-1や医塘関係者の態度

や行為iニー~)いて,遺徳的価値観や原則に照i■'して学際的

に論 じ研究する系統的学問である｣と述べてある.それ

ゆえ,｢バ仁卜1シ､･′IJ.･机 を丹:.命倫理7__巨L_和訳する

上学際的系統的学問体系というこ:-⊥ーJ'ン1がなく.生命

の倫理,すなわf)生命現象に関する倫理そLJうものと区別

がつかず,誤解される危険があるので,｢バイオエシッ

'7-A.Iとよぷのが妥当である.

不易の倫理とバイオ工シ､ソクスの違い

脳死という従来なか一･､た死の現象が起こるよ･')になり.

髄死者からの心臓移植をはじめとする種々の騰器移植が

可能をこなった.-義,隆の現象をこも斬新医療が介AL的

札 新たに体外受精 ･肺移植による生殖が･..r能と在-､た.

こCJ)ようiこ先端医療が次々､L二か一､てi(I,丁稚でか -､た牛命

現象を可能iこするよr)になる上 従来ハ価値観に斌一子く

道徳観 ･倫雅観では律することができ克く在L)､価値観

の阜様化が激 しくな･-､てきた.

古典的な倫理学では.倫理は1二見とさ行できたが,バ

イオエシッタスでは,医療の進歩をこ伴う価値観の変化をこ
よって分極理基準も変わらざるをえなくなり,バイオエ
シックスにおける倫理はもはや不易ではなくなった.

｢インフォーム ド･コンセント｣の
原則論的法理

米岡やカナダの法廷においては ｢1'ン7十一一ト･II
ンセントlを余i)にも原RU論的に解釈 したために.医師

(71耗敬を認めない傾rl弼ミ強 く,医師が敗訴する率が高く､

医師-･-患者間の信頼関係や協調性に好ましからぬ影響を

もたらしたが,それに対して反省が起こ一､ている.米国

やカナダとは異なり,英国や日本では医師の裁量を認め

る妥当在判決をしてきているのは車いなことである.

では,｢イソフォーム ド8コソセント｣の原則論的な
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法理とはなにか∴~~†ン7寸--1ムド･:lソセント_日I.

患者の権利と医師の義務との関係かl､)説明するのが妥当

であ71う.

患者には.ぎtI雫を知る権利があり.医師には説明の義

務がある.患者には.医師の説明以外には誰に影響され

ることなく.鉦†三的iこ判断する autonomyの権利があ

り,そのためには選択権もある.医師は患者が選べるよ

うに,たとえば治療法について選択肢を与え,比較でき

るようにそれぞ才1の治療法や治療後の予後などについて

長所 ･利点 ･良い点のんなど_-ず欠点 ･不利益 ･危険性 ･

好ましくない点などを説明しなければならない.

医師は,ただ説明すればよいのではなく,患者の学問

的背景,医学的知識,常識さらに理解力などの程度を考

慮しながら,それぞれJ)患者に.分かるように説明して,

理解 した上で納得して箕わなけナ吊打汗)ない.それゆえ,

原則論的な医師の説明義務は,｢説明 ･理解 ･納得｣の

条件を満たす義務ということである.医師が何をLL･:こま

で説明し加十ItC日工ゾ'ないかという問題は難 しいことで

ある,例えば,法廷iこおいて患者が ぎ~これこれについて

医師は説明しなか-､た｣と訴えた場合.裁判官が医師に

その事実を乱 した時にi~説明しませんでしたJLl二答えた

L､-),裁判官が i医師が説明義務を怠一､たJLI-_判断するか,

医師の裁畳と認める｣と判断するかで,裁判の成 り行き

原RU論的Li-_なってしまう危険がある.

医師の説明によ-.)てEj-えらわた必要にして十分な医療

に関する情報を納得 した上で‥患者は自主的iこ判断 し,

医師の説明した治療法の中から選んだある治療法を受け

る決心をして,医師に ｢.その治療をして欲 しい_｣と依頼

する(I)が.患者の自己決定権に基-うく患者の決定である.

その上で,患者は ｢その治療をするために先生が白倉の

身体に医学的な侵襲を加えても結構です｣と治療の実施

に同意する必要がある.患者のこの同意によって,はじ

めて,医師は,その患者に医学的な授襲を加えても ｢故

意による身体障害｣の罪に対する違法性阻却が与えられ

るわけである.

この他に,医師は.職業上得た患者やその家族などの

個人的な秘密を守る守秘義務があることはい･-7までもな

い.

わが国に馴 染む

｢イン7 オ ーム ド･コンセ ン ト｣

トイン7十一ムド･コンセント｣を原Eu論的に解釈す
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る｡l二∴前述のように権利-･･義務の対立的開陳にある患者

と医師の法廷における攻防の具のようになE.),医師一患

. いさ ,:･ 一･A ..十

師と患若の閲酎 ま,ぎすぎすしたものになり,医師は患

者に訴えi■)Itないように,さF'に訴えLL,わた場合を考慮

して.本来の診療とは関係ないことに余計な神経を擬し､

ながら診療に当たi),患者のためよりも保身のための消

棒的診療すfYl1テなわれるようになっている.そのような

傾向は医学 ･医療の進歩を阻鼠.損をするのは人権を守っ

て貰う筈であった患者自身ということになる.rイン7オー

ムド･コンセント｣をわが国iこ導入したために,患者一

医師の関係を醜い対立関係に追いやることがあってほな

らないし,医療を医療過誤専門の弁護士の生活の糧にし

てはならないと信じるものである.

本来,｢.-ィン7トーム ド･二Lンセント｣は.ヒトを対

象とする医学的な研究の被検著や診療を受ける患者の人

権を.無謀な医師かL.-守ることが主眼であったことにつ

いては,前述 した通 りである.それゆえ.患者の意思を

等重した患者中心の医療を受ける患者のためになるよう

に ｢(ン1-･]十-ムド･ニ1ンセントJを活用するべきであ

り,それには医師上敷者の信頼関係の向 l:_に役rIL/lよう

iこするのか最善と考えLI'れ わが国においては,米国や

せソト｣を噂AL,愛着させなければならないと考えて

いる.

自由のはき違いと干渉

法律で禁止されている行為ではない行為をする限･'.).

また,その行為によって社会的に悪い影響を与えない限

り,そのような行為を各自の責任においてすることは,

その人の自由である.とはいえ∴'~何を言おF)と,言う

人の自由である.｣というのは.時と場合によっては､自

由ではなく,他人に対する干渉となる,親切心から意見

を聞かせてあげると本人は思っていても.それは頼まれ

もしないお節介をしているのではないかと反省 してみる

謙虚さも大切である.自分個人の価値観に基一.うく意見を,

異なる価値観を持つ他の個人に押 しつけたi.),他人の足

を引一､張るのは悪いことである.異なる価値観iこ基づく

他人の意見をよく聞き,謙虚に理解しようとしなければ

なLL〕ないと思う.他人の自由を干渉 したり,侵害する権

利は誰にもないことを理解せず.独りよがりに自分の意

見が最善であると過信 し,それに執着している人々がわ

が国には多いのは残念なことである.
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癌 の 告 知

癌であ-)てヰ),患者は良雫を知る権利があるゆえに,

患者iこ告知するのは原則として妥当なことである. しか

し,そIH･土,患針I.)鉦圭的なlf~7己決定権に･耗-~ういて攻究

を知 冊こい患者の場合についてである.

患者に;･土.貯夫を知る幡利を放棄す る権利 もあ り. 冒

主的な自己決定権iこ基-~八､て,斑実を知 りた くない上昏

思決定 をす る権利 もあることを忘れてはなL､)ない. この

ような患 者に.医師ぼ患者に故実 を菖げなけれ 打 亡左な

いとい う常民りを重ん して告知 した 1､',患者が自己決定 に

よi)表明 した意思を無視 し.患者の自己決定権を侵害 し

たことになることを弁えなければなと7-'ない.担当医であ

るこ上は許されないJ)である.

癌に限｢'-が,致死的な疾患や タ- ミナノL状態に-.→いて

の苦知は,患宵(･7)精神的なシニーり'Tになることを考えて,

もし患 者が精神的に絶望的に真一)た り,生 きるのぞ3人を

てあげるアフタ-ケア- サシステムを準繭 し その シス

の告知 をす るべきであって.その よ･'7な準備 もな く.た

表 1 カナ '/iこおける子供の治療 lこ対す る診療拒否についてCT)法的規制

カナ Ir･ナ ン 甘りす･,L恒J)児童福祉法

力十 ダ･ナン乍りす･lllL':)児童福祉法 (ChildWelfとIrLモAet)かi､'抜粋 して紹介す る.

第 2部 児廉LT.)保護 とJ,T護

19. Ll)第 3部および第 4部において

(I,ll ｢児薮Jとは,実際にまたは外見 L16歳 未満01人.また_第2部の規定Lp.7)対象となる人(,'1場 合iこぼ,

18歳未満♂)人を含む 人を意味する.

し(i)か L■'(viiil まで省略l

Lix〕 児塵が探題 卜におかれているそし7)人が.保,#戚横に怠慢であ-,た り. 児蔽(I)経験Lfflるトトと福

祉を≡必要な適切 な内科的な,外科的な,あるいは他の認可 きれている救済的介護あるいは治療

法を受けさせることを拒 否 した さ),.F'ろいぼ受けL､-Iしろよrt.i･こす ろことを拒 否Lた り, さたたは

法的をこ資格のある臨床医が介護あるいは治療を勧めた場合,あるいはそのような弁護や治療な

しで児意を寛骨保護することができない場合をこ,そのような介護あるいは治療 を児塵 に施す こ

上し:')許可を拒否する状態におかれた児蔽

い~.xl省略｢

(xil 児童が保護下におかItているその人U)行状によ-._,て.児廉い4-:_命,健康.あるいは.All/(.拍 ミ危

険をこさらきれる可能性のある児童

〔註:j これiT)の児童は.児童福祉法によって保護 され 親あるいは保護者L7■)意思や行為にかか.hr)ず.適切

な介護あるいは治療が受けられることが保証 されている. こ(pT)法律には.宗教的な理 由による親ある

表 2 力十 F/Iにおける人命救助の緊急の要における法的原R侶こついて

生命J)危険があり,治噂に関す る同意を得 ることが不~｢け能であった り,同意を拒 否された場 合で も.医師

は救命の努力をす るたれ 理性ある判断の 下に.治療を実施することがで き,民法上(//7)夜任は生 しLない.

その_..L サ ンタ1_)+･_.州では ｢~公共病院法 .日 Publier･lo叩italActl〔7)走ll)iこよ り,生命や四肢 あ るいは

ことJ)説明と,患者あるいは例えば患 者♂)親の同意を得 ることがで きない状態で.fh〕たことに1いてL'l)報告

葦を.書 くことが許 さttている.

〔註1 上記J)法的原則は, オン タりす州のふなU tr:カナ 叫こおける基準とな一･･一てお E).児塵〔T)場 合iこ限 1､--ず

るl)r.BernardDickensが賓面で筆･名･(･こ授供 さIlた ものである. し和訳 ･文 在 星野一一正)
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だがむし･や吊こ.癌t')吾知を推進する(.I)(:L 患者中心の

医療とも言/･i机 ､であ7-ち.残念在がr･'.わが国には末

だ十['Iな告知後〔ハ精神的支持にあたる千一一ムもなく.杏

知後n'T7クー-I,-,-''--･シ1ナムも満足に開発されてお

で'it,:1'J.

子供への診療拒否 と緊急人命救助 に関する

カナ ダの法的原則 について

｢イソフォ-ム ド8コソセソ ト｣をこおける同意につい

ての特殊な例として,｢カナダをこおける子供の治療に対

する診療拒否についての法的規制｣と ｢カナダをこおける

人命救助の緊急の要をこおける法的原則について｣情報を

提供する.
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む す び

トでン7十一一ムド･二1ンセント_障り斑の意味を坪解 し

て.医師は,それぞれし')患者に適した可能な治頼法iこ--〕

いて選択肢を与えなか1､'患 勘こ分かり易く説明して‥敵

者に理解 し納得して既･')よ･-7;･こした._1二で,患者が臼,_二l二三的

iこ決定 した意思を最大限に尊重するこL･L_が.何よりも人

切である.そ して.納得-~iくの治境を患者に安心 して受

けて覚えるようにし,患者弓監師の関係を暖かい血の通っ

たものをこしていけば,医療技術が世界でも極めて高いわ

が国の医療は,健界率の患者が羨むような素晴らしいも

のに発展 していくに違いない.

バイオエシックスがわが国をこ正 しく漫透 し,そのよう

な日が-日も早 く来ることを夢見ている.




